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買い物をストレスなく
楽しんでもらうためには

　福岡市に隣接
する糸島市は、Ｊ
Ｒ筑肥線沿線を
中心に人口増加
が進んでいま
す。幹 線 道 路
沿いには大型
スーパーや飲食

チェーンなどが続 と々進出し、発展を続けています。
　一方で旧志摩町や旧二丈町は高齢化や過疎化が進
み、近くで買い物できる場所が次々に減少している現実
があります。そんな地域で幸田敏治社長は「ストレスなく
買い物を楽しんでもらうことができないか」と考えていま
した。

移動販売車サービスは
糸島半島全域に
　「買 い 物
難民」が社
会問題とし
て話題とな
り 始 め た
2013 年、
経済産業省
の制度を活

用して始めたのが移動販売車サービスでした。糸島市に
相談を持ちかけ、要望があった校区へ定期的に巡回を始
めたところ想定以上の反響がありました。当初２台で回っ
ていましたが、徐々にエリアを増やして今では６台体制で
糸島市や福岡市西部で展開しています。

地域の見守り役としての役割も
　サービスは
１台に500品
目をそろえ、
訪問日の午前
10時までに電
話で注文を入
れると、希望
の商品を届け
るきめの細か
さで利用者を

増やしています。新鮮な野菜や果物なども扱うため「つ
いで買い」にもつながり、１台で一日平均約10万円を売
り上げて採算を確保した状況を続けています。
　当初は「地域貢献につながれば」との思いで始めたサー
ビスですが、利用者同士が買い物後にお茶会を開くなど
地域の輪が広がる効果も生んでいます。定期的に顔を合
わせることでセーフティーネットの機能も果たし、買い物
を切り口に地域のにぎわいづくりに向けて今後もサービス
を広げていく次第です。

Hello,Company!

No.21

No.21

　最初は過疎地域を対象に始めましたが、最近では都市部の団地内でも買い物へ行く手段が減っ
て不便を感じる人が増えています。移動販売サービスは、目で選んで自分の財布で買い物を楽しむ
ことにもなり、高齢者にとって健康促進にもつながるのではと思っています。今後は１カ所の滞在時
間を増やすなど巡回の密度を高め、商品の販売以外にも困りごとの相談窓口としてリフォーム業者
など異業種と連携も進めていきたいです。

D A T A 企 業 概 要 経 営 者 の 声M E S S A G E

株式会社マルコー

　ＪＲ波多江駅そばで食品スーパーを展開するマルコー。生
鮮品を中心に取りそろえ、地域密着をモットーに大型チェー
ンにはないサービスが自慢です。買い物後のお客さまの送迎
サービスをはじめ、どうしたら買い物を通じて満足してもらえ
るかを常に考えています。その一環として力を入れているの
が、福岡では珍しい移動販売車による巡回サービス。糸島半
島の各校区を定期的に回り、遠出が難しい高齢者の買い物サ
ポートだけでなく、地域コミュニティーの活性化につなげてい
ます。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

地域住民のふれあいの場となっている移動販売車「いと丸くん」

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
E - m a i l
事業内容

株式会社マルコー
幸田　敏治
糸島市波多江駅北４の４の１
０９２－３２２－２６２８
０９２－３２２－４２８６
ｍａｒｕｋｏｈ＠ｇａｌａｘｙ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ
食品スーパー事業

幸田 敏治　社長

糸島市を中心に各校区を巡回する「いと丸くん」

移動販売車での買い物が
地域のにぎわいづくりに

食品や日用品など豊富な品揃え

巡回を待ちわびて多くの住民が足を運ぶ

〈お問い合わせ〉　債権管理課　TEL：092-622-6322

02 Business Support Fukuoka  2019.11  　03
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回路設計から製造まで自社で一貫して手がける

倉重 満寿也　社長

はんだ付けによる細かな技術も求められる

高い設計開発力で大手メーカーからの受注を多く獲得

九州でも数少ない回路実装ライン

設計開発から製造まで一貫した体制
　ヴァンテック
の設立は2000
年。大手電機
メーカー出身の
倉重満寿也社
長が、自らのノ
ウハウを生かし
た電子回路やプ
リント基板の設
計開発を目的に立ち上げました。当初から開発力を武器
に大企業からの案件で実績を積み重ね、会社の礎を築い
てきました。
　同業他社と比較して大きな違いとなっているのは、自社
で設計した回路を製造まで手がけられる点です。以前は
製造を外注先に委託していましたが、一貫した体制を築
くことで「顧客に対するレスポンスの早さにつながってい
る」と倉重社長は自信をみせます。

高品質な製品を
リーズナブルに提供できる生産体制
　自社での一貫した体制はコスト低減にもつながり、時
には海外で生産する同類のものより安価に提供できる点
もユーザー獲得への強みです。顧客は九州だけなく、関
東や関西など広範囲に及んでいます。
　リーズナブルに提供できる体制を築く上でカギとなって
いるのが、少人数でも供給できる社内体制です。きちん

とした品質の製
品を送り出すた
め、社内検定
を実施して技術
を磨くほか、取
引先からのレク
チャーを受ける
機会を設けるな
ど総合力を高め
ています。

他社との連携で仕事の視野の広がりに
　新規案件
の獲得は商
社とのタイ
アップを中心
に進めていま
す が、地 場
企業との横の
つながりも大
切にしていま

す。（公財）福岡県中小企業振興センターのカーエレプ
ロモーターを通じ、これまで展示会への出展や取引支援
を受けてきました。同じ展示会に出展した企業と面識が
できたことで、その後に連携して仕事に取り組んだケース
もあります。それだけに倉重社長は「仕事の視野が広が
る」と効果を実感しています。これからも世の中に求めら
れる製品を目に見えない形で支え続けていきます。

Hello,Company!

No.22

No.22

　大手企業と取引を重ねるには、出荷管理をはじめ厳しい基準に応える体制を社内で築かなければ
なりません。これまでに中小企業庁の「ものづくり補助金」制度を活用して生産管理システムを構
築するなど、社内体制を整備して要求に応えてきました。
　最近では世の中に出回る機器の極小化が進み、合わせて電子回路に求められるレベルも上がって
います。そうした要求に対して社内のスキルをより高めていくために少数精鋭で取り組んできます。

D A T A 企 業 概 要 M E S S A G E

株式会社ヴァンテック

　ヴァンテックは電化製品や自動車、医療機器など、さまざ
まな分野で使われる電子回路やプリント基板の設計開発と製
造を手がけています。当初は設計開発のみだった展開から、
製造までフィールドを広げてきました。今では大企業からの
案件に多く携わっています。さまざまな機器がスムーズに動く
ために欠かせない「頭脳」は、少数精鋭によるチームワーク
を強みにさらなる高みを見据えています。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

多様な機器の「頭脳」を
開発から製造まで

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
U R L
従業員数
事業内容

株式会社ヴァンテック
倉重 満寿也
久留米市城島町内野４２２の２８
０９４２－６２－３１７８
０９４２－６２－１３６１
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｖａｎｔｅｃ２０００．ｃｏｍ/
１３人
電子回路・プリント基板設計開発、製造

経 営 者 の 声

〈お問い合わせ〉　自動車産業支援課　TEL：092-622-0040

04 Business Support Fukuoka  2019.11  　05
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〈お問い合わせ〉　自動車産業支援課　TEL：092-622-0040
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例えば図１の「積み木」の意匠登録の出願書類には、図２のような六面図を添付します。
なお図面に替えて、写真、見本、ひな形を提出することも認められています。ただし写真による提出の場合は、同
一の縮尺にすることや無地の背景にするなど、十分な注意を払う必要があります。

技術発表や販売開始など公開後の権利取得について（新規性喪失の例外規定）

意匠権とは？
　「美観を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作」を保護する権利です。という説明よ
りも、具体例の方がわかりやすいと思います。例えば車のタイヤの模様（トレッドパターン）は、「駆動力と制動力」「雨
天時のスリップ防止」といった機能を持っていますが、同時にデザイン面の美しさもあります。そのためタイヤメーカー
は、機能面から特許や実用新案を出願しますが、それと同時にトレッドパターンの新たなデザインとして意匠権も出
願します。

意匠権登録に必要な要件は？
①工業上利用できること
②新規性があること
③容易に創作できた意匠でないこと
④公序良俗に反する意匠でないこと、などです。

　例えば純粋な美術作品などは、一つひとつが独立した作
品であって、量産されるものではありません。そのため「工
業上利用できるもの」にはならないので意匠権として登録
することはできないのです。

意匠権の出願から登録までの手続きの流れ
　意匠登録願を提出して、出願をします。すると特許庁で
は意匠登録の要件を満たしているか否かを審査します。審
査の結果、要件を満たしていれば登録査定（合格）の通
知、満たしていなければ拒絶理由通知がなされます。拒絶
理由通知が来たときは、意見書や補正書を提出して、拒絶
理由の解消を目指します。理由が解消すれば、登録査定と
なります。

登録を受けようとする意匠の図面
意匠権は、「美観を起こさせる外観を有する物品の形
状・模様・色彩のデザインの創作」ですから、その創作物
の外観を明確に示す必要があります。基本的には六面図と
呼ばれる図面で示します。

知的財産支援センター 知的財産支援センター

　知的財産支援センターでは、中小企業の皆様や創業を計画している皆様から特許や商標などの知的財
産に関するいろいろなご相談・質問をいただきます。そこでここでは「いまさら聞けない知的財産基本の
キホン」として特許・実用新案・意匠・商標など知的財産権の基礎的知識を紹介します。

第６回目は「意匠権制度」です。
　また「販売を開始したら好調なので、知的財産権を取得したい」といった後追いで出願するケースのリ
スクについて説明します。

いまさら聞けない知的財産 基本のキホン（No.６）

Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

〈お問い合わせ〉　知的財産支援センター　TEL：092-622-0035

　特許、実用新案、意匠の各権利を取得するためには、「これまでになかったものである」という新規性が
求められます。この新規性には例外規定があって、世の中に知られてしまった後（公知となった後）でも一定
期間内であれば、新規性喪失の例外として認めてもらえる制度があります。この一定期間について、平成
30年6月施行の改正により、従来の６ヶ月から１年に変更されました。つまり公知になった後であっても、
１年以内であれば例外規定の適用が受けられますが、これには下記のようなリスクがあることを知ってくだ
さい。

１．特許、実用新案
Ａ氏は開発した技術内容を学会等で発表し、その後、請求項１，２，３を記載した特許を出願したと
します。この時にＡ氏は新規性喪失の例外規定の適用を申請します。この技術について他の人Ｂ氏がＡ
氏の学会発表後、Ａ氏が特許出願をする前に、請求項１，２，３に改良技術を加えて請求項４，５と
し、請求項１から５の特許出願をしたとします。この場合Ａ氏の請求項１，２，３はＢ氏の先願がある
ので成立しません。もちろんＢ氏の請求項１，２，３は既に公知になった技術ですから認められませ
ん。しかしＢ氏の請求項４，５は成立する可能性があります。つまりＡ氏は自らの学会発表によって特
許権の取得ができなくなってしまうのです。

２．意匠
意匠の場合は、新しくデザインした物品の販売を開始したら売れ行きが良いので意匠権を確保したいと
いう相談があります。この場合も１年以内であれば、新規性喪失の例外規定の適用を申請するのです
が、特許などと同様に他の人が出願していないことが必要条件となります。

結論：
新規性喪失の例外規定に頼るのではなく、公知にする前に出願をしてください。

 
出願

拒絶理由通知

拒絶査定

不服審判

最高裁

知財高裁

意見書、補正書提出

拒絶理由解消
解消

解消せず

全数審査

登録査定

登録料納付

登録

意匠権取得のための手続きの流れ

図１　積み木 図２　積み木の六面図
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　労働者（パート・アルバイトを含む）を１人でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入
することが法律で義務付けられています。
　まだ、加入手続がお済みでない事業主は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営を図るため、
所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続を行ってください。

【お問い合わせ先】
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL：０９２（４３４）９８３５
福岡労働局ホームページ：ht tps : / / j s i t e .mh lw .go . j p / f ukuoka - roudoukyoku/

11月は「労働保険適用促進強化期間」です11月は「労働保険適用促進強化期間」です11月は「労働保険適用促進強化期間」です

公正取引委員会及び中小企業庁は、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請代金支払
遅延等防止法（通称下請法）及び下請中小企業振興法（通称下請振興法）の普及啓発を図っています。
全国各地において下請取引適正化推進講習会を開催するほか、下請取引に関する質問等にも応じ
ています。
詳細は、公正取引委員会のホームページ又は中小企業庁のホームページを御参照ください。

公正取引委員会のホームページ：h t t p s : / / w ww . i f t c . g o . j p /
中小企業庁のホームページ：h t t p s : / / w ww . c h u s y o . m e t i . g o . j p /

公正取引委員会／中小企業庁無茶な依頼 しないさせない 受け入れない
～1 1月は下請取引適正化推進月間です～
無茶な依頼 しないさせない 受け入れない
～1 1月は下請取引適正化推進月間です～

「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」に参加して福岡県内において新たに起業する
方に対して、起業支援金の交付及び事業の立ち上げ等に関する伴走支援を実施します！
　（公財）福岡県中小企業振興センターでは、令和元年８月から、福岡よかとこ起業支援金の事
務局を運営しています。起業支援金（補助金）を活用した起業をお考えの方はお気軽にご相談く
ださい。
補　助　額：上限200万円
補　助　率：起業に要する対象経費の２分の１以内
要件等詳細はホームページをご覧ください。
ホームページ：
http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/event/fukuokayokatoko-kigyousien.html
電　話：0 9 2 - 6 2 2 - 5 4 3 2
メール：kigyo@joho-fukuoka.or . jp

起業支援コーディネーター紹介

篠 田  昌 人 （しのだ　まさと）
食品製造、販路開拓、飲食、観光など広い分野の実務経験、支援経験を持つ中小
企業診断士です。起業支援金の活用をていねいにサポートします。

福岡よかとこ起業支援金福岡よかとこ起業支援金

No .
210

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

タイ進出の経緯
タイは、古くから
日系企業が進出し
ており、九電工の
取引先である企業
の多くも拠点を有
していた。また、自
動車をはじめとす

る製造業を中心に日系企業の進出が続いている状
況を鑑み、2013年2月、日本の自動車関連会社との
合弁で「九電工・オーシス・タイランド」を設立した。
そして、2017年４月には、社名を「タイ九電工」と
改め、新たなスタートを切ったところである。現在、
日本人8名、タイ人47名の体制で、事業展開を行っ
ており、ブリヂストン、キヤノン、TOTO、日系製造業、
日系ゼネコンなど多くの取引先を抱えている。

今後の展望
　タイ九電工では、設立以来、タイ人技術者に対
し、日本人技術者の指導によるOJTに加え、年に一
回程度、日本での技術研修を実施するなど、スキル
アップを図ってきた。7年目を迎える今、「日本国内と
変わらない『九電工品質』を提供できるよう、日々指
導・管理を徹底している」と恵良社長は言う。

　タイには、既に進出して数十年が経過した日系
企業も多く、工場の老朽化も進む。今後、リニュー
アルや太陽光パネルの設置、省エネ対策工事に対
し、堅調な需要があると見込む。日本国内で培っ
た品質への信頼と、他社が持ち合わせていない省
エネルギー技術をもって、差別化を図り、受注に
繋げていく。
　今後も、九電工の理念である「技術力で未来に
挑戦し、新しい価値を創造」をモットーに、日系
企業のタイでの事業の発展に貢献するとともに、ひ
いては、タイ国のエネルギー政策に対しても役割を
果たしていく。

KYUDENKO（THAILAND）CO.,LTD.
（タイ九電工）

　株式会社九電工（本社：福岡県福岡市。以下、「九電工」）は、2012年にマレーシアとベトナ
ムにそれぞれ事業会社を設立して東南アジアに進出し、2013年にはタイにも法人を設立。さ
らに、2014年には、シンガポールに地域統括会社である「九電工東南アジア」を設置し、東南
アジア各国において、エネルギー関連事業、日系企業の工場やビル・建物の電気、空調、給排
水などの新設、リニューアル、省エネ工事の設計・施工を行っている。
　2011年に九電工に海外事業部が設立された当初からのメンバーであり、現在、タイ九電
工の代表を務める恵良執史社長にお話を聞いた。

会社名：KYUDENKO（THAILAND）CO.,LTD.
代表者：恵良 執史
所在地：1/33, Bangnathani Building, 16th Floor, Soi 
Bangna-Trad 34, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
TEL：+66(0)2-398-4301
FAX：+66(0)2-398-4302
URL：http://www.tkyudenko.com/jp/Index
従業員数：55名
事業内容：電気、空調、衛生、消火設備工事、省エネル

ギー・太陽光工事の設計・施工

恵良 執史 社長

執務風景

バンコク事務所
所長

久保田 資子
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中小企業庁のホームページ：h t t p s : / / w ww . c h u s y o . m e t i . g o . j p /

公正取引委員会／中小企業庁無茶な依頼 しないさせない 受け入れない
～1 1月は下請取引適正化推進月間です～
無茶な依頼 しないさせない 受け入れない
～1 1月は下請取引適正化推進月間です～

「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」に参加して福岡県内において新たに起業する
方に対して、起業支援金の交付及び事業の立ち上げ等に関する伴走支援を実施します！
　（公財）福岡県中小企業振興センターでは、令和元年８月から、福岡よかとこ起業支援金の事
務局を運営しています。起業支援金（補助金）を活用した起業をお考えの方はお気軽にご相談く
ださい。
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補　助　率：起業に要する対象経費の２分の１以内
要件等詳細はホームページをご覧ください。
ホームページ：
http://www.joho-fukuoka.or.jp/new/center/event/fukuokayokatoko-kigyousien.html
電　話：0 9 2 - 6 2 2 - 5 4 3 2
メール：kigyo@joho-fukuoka.or . jp

起業支援コーディネーター紹介

篠 田  昌 人 （しのだ　まさと）
食品製造、販路開拓、飲食、観光など広い分野の実務経験、支援経験を持つ中小
企業診断士です。起業支援金の活用をていねいにサポートします。

福岡よかとこ起業支援金福岡よかとこ起業支援金
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

タイ進出の経緯
タイは、古くから
日系企業が進出し
ており、九電工の
取引先である企業
の多くも拠点を有
していた。また、自
動車をはじめとす

る製造業を中心に日系企業の進出が続いている状
況を鑑み、2013年2月、日本の自動車関連会社との
合弁で「九電工・オーシス・タイランド」を設立した。
そして、2017年４月には、社名を「タイ九電工」と
改め、新たなスタートを切ったところである。現在、
日本人8名、タイ人47名の体制で、事業展開を行っ
ており、ブリヂストン、キヤノン、TOTO、日系製造業、
日系ゼネコンなど多くの取引先を抱えている。

今後の展望
　タイ九電工では、設立以来、タイ人技術者に対
し、日本人技術者の指導によるOJTに加え、年に一
回程度、日本での技術研修を実施するなど、スキル
アップを図ってきた。7年目を迎える今、「日本国内と
変わらない『九電工品質』を提供できるよう、日々指
導・管理を徹底している」と恵良社長は言う。

　タイには、既に進出して数十年が経過した日系
企業も多く、工場の老朽化も進む。今後、リニュー
アルや太陽光パネルの設置、省エネ対策工事に対
し、堅調な需要があると見込む。日本国内で培っ
た品質への信頼と、他社が持ち合わせていない省
エネルギー技術をもって、差別化を図り、受注に
繋げていく。
　今後も、九電工の理念である「技術力で未来に
挑戦し、新しい価値を創造」をモットーに、日系
企業のタイでの事業の発展に貢献するとともに、ひ
いては、タイ国のエネルギー政策に対しても役割を
果たしていく。

KYUDENKO（THAILAND）CO.,LTD.
（タイ九電工）

　株式会社九電工（本社：福岡県福岡市。以下、「九電工」）は、2012年にマレーシアとベトナ
ムにそれぞれ事業会社を設立して東南アジアに進出し、2013年にはタイにも法人を設立。さ
らに、2014年には、シンガポールに地域統括会社である「九電工東南アジア」を設置し、東南
アジア各国において、エネルギー関連事業、日系企業の工場やビル・建物の電気、空調、給排
水などの新設、リニューアル、省エネ工事の設計・施工を行っている。
　2011年に九電工に海外事業部が設立された当初からのメンバーであり、現在、タイ九電
工の代表を務める恵良執史社長にお話を聞いた。

会社名：KYUDENKO（THAILAND）CO.,LTD.
代表者：恵良 執史
所在地：1/33, Bangnathani Building, 16th Floor, Soi 
Bangna-Trad 34, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
TEL：+66(0)2-398-4301
FAX：+66(0)2-398-4302
URL：http://www.tkyudenko.com/jp/Index
従業員数：55名
事業内容：電気、空調、衛生、消火設備工事、省エネル

ギー・太陽光工事の設計・施工

恵良 執史 社長

執務風景

バンコク事務所
所長

久保田 資子
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「福岡オープンイノベーションプログラム」ビジネス提案募集中！(11/30まで受付)

福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会では、福岡県の地域課題に対して、全国の中小・ベンチャー
企業の製品・サービス・アイデアと、九州を中心に事業を展開する大企業のリソースを組み合わせて、ソ
リューションを検討し、最終的に新規事業を創出することを目的とした「福岡オープンイノベーションプログ
ラム」を実施しています。
大企業や中小・ベンチャー企業とのオープンイノベーション促進をお考えの方、ビジネスを展開する上で、

本事業をぜひ活用しませんか？
福岡県の地域課題や過去参画大企業についてなど、詳細は公式HP（https ://fo ip . jp）よりご確認をお願い
します。
 
■ 提出期限　　2019年11月30日（土）まで
■ 提 出 先
公式HPからダウンロードした提案書にご記入後、メールにて下記アドレスまでご提出下さい。
foip2019@tohmatsu .co . jp（有限責任監査法人トーマツ　福岡事務所　岩瀬）
※提案書を送付する際のメール件名に、「FOIP_ 提案 _会社名」と記載をお願い致します。

■ スケジュール
～R１.11月末  ：中小・ベンチャー企業の募集・選定
　R１.12月　  ：ビジネスプランのブラッシュアップ
　R２.１月上旬：大企業向け説明会
～R２.１月下旬：大企業の募集
～R２.３月中旬：個別面談実施
　R２.３月下旬：協業内容発表（予定）

■ お問い合わせ先
FOIP運営事務局　岩瀬
T e l：092－751－1129
Mail：fo ip2019@tohmatsu .co . jp

■ 主 催
福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会
※当事業は有限責任監査法人トーマツが福岡県ベンチャービジネス支援協議会から受託し、実施しています。

税理士
中島 香子

2019年10月1日より、とうとう消費税率が
8％から10％へ引き上げられました。
それに伴い、軽減税率制度の導入やキャッ

シュレス決済に対するポイント還元制度、軽減
税率対策補助金、プレミアム商品券など様々な
制度が実施されています。
消費税率の引き上げは、2度延期されたこと

もあり、なかなか実感できず充分に対策できて
いない方もいるのではないでしょうか。
今回導入された軽減税率制度ですが、その目

的は逆進性の軽減にあります。
例えばどんな人であっても、生活必需品であ

る食料品を買えば同じ税率で消費税は課税さ
れます。稼いだお金に対する食料品の購入の占
める割合は、低所得者ほど高い割合となるた
め、消費税の負担割合も高いものとなります。こ
の逆進性を緩和するための手法として軽減税
率の導入があります。
確かに、一消費者としては、単純に物の値段

が安くなれば、ただただ嬉しいです。
しかしそれは、高所得者であっても同じであ
るため、逆進性の軽減に対する効果は限定的と
も言われています。
軽減税率の問題点としては、メディアでもたく

さん取り上げられていたように、対象となる商品
の線引きが難しいことがあります。以前より軽減
税率が導入されている欧州諸国でも、この線引
きが難しく、様々なトラブルが起きています。
また、事業を行っている方にとっては、経理事
務が複雑となり手間がかかるという問題点もあ
ります。値札の工夫、請求書の様式の変更、帳簿
記帳時の区分経理、それ以前に自社の商品が
軽減税率の対象であるか、どんな場合が軽減税
率になるか、しっかり理解するための社員教育
も必要となってきます。
消費税は消費者が負担するもの、という考え

に立つのであれば、中小事業者の事務コストを
増やすような制度ではなく、シンプルな制度が必
要ではないかと思います。
今後、消費税がどうなっていくのか。税率の引

き上げだけではなく、軽減税率の是非、代替案
なども検討されていけばよいなと思います。

軽減税率の導入

株式会社ヒロインコンサルティング
代表取締役／中小企業診断士
吉武 知美

具体的な業務効率化の方法をＡ社の事例を
もとにご紹介します。
Ａ社では業務洗出しを行った結果、日常業務
の４割が会議時間として消費されていることが
分かりました。しかし、すべて意味のある会議な
のかと言うと必ずしもそうではなく、議論が活発
でなかったり、おおよそ議題とは関係のないこと
に時間が費やされているという状態で、終了時
間の遅延も頻繁に発生していました。ルーチン
で開催される会議や結論の出ない会議等が多
い場合、それらに参加している時間の分だけ生
産性は低下してしまうことになります。そこでＡ
社では、①毎月の会議の人数と時間を定量調査
して会議の必要性や参加者の選定を再検討し、

②会議をセッティングする時に会議の到達目標
を明確化し、会議中は経過時間を可視化。更
に、③会議に用いる資料の削減も同時に図りま
した。Ａ社はこれらの取り組みによって大幅に会
議時間の短縮を図り、その一方で会議及び資料
の質は向上するという結果を得ることができま
した。また、時間を厳守することで従業員のスケ
ジュールの遅延を防ぎ、時間内に業務遂行が可
能となりました。更に、会議に用いる資料だけで
なく社内向けの資料については可能な限り圧縮
し、定常的な報告・記録用の資料は必要最低限
の情報を記載するフォーマットを作成して共有
するようになったのです。
このように、業務改善の入り口は案外身近な

ところにあるものです。「時間の使い方」を見直
し、本来使うべきことに時間を使える工夫をす
ることは、生産性の向上だけでなく豊かな毎日
を送ることに繋がっていくのではないかと考え
ます。

働き方改革でつくる
新時代の企業価値 ③

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-668010 Business Support Fukuoka  2019.11  　11
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KYUDENKO
（THAILAND）CO.,LTD.
（タイ九電工）
経営を見る女性の目
働き方改革でつくる
新時代の企業価値③
軽減税率の導入
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